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就 学 援 助 返 還 命 令 書

宇美町就学援助規則第13条の規定により、次のとおり就学援助費の返還を命じます。

１．返還命令対象者
	学校
	

	児童・生徒名
	

	保護者名
	



２．就学援助費返還額
	学用品費
	円
	通学費
	円

	通学用品費
	円
	修学旅行費
	円

	校外活動費（泊無）
	円
	新入学児童生徒学用品費
	円

	校外活動費（泊有）
	円
	学校給食費
	円

	合計
	円



３．返還方法
　　　別添の返納通知書に記載された期日までに、指定の納入場所にて返納してください。
　
